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は じ め に 

 

 学校施設を気持よく、安全で効果的に使用していくためには校舎のい

ろいろな施設が、どのような状態にあるのかをよく理解しておくことが

大切です。 

 学校施設は、成長過程にある児童・生徒が多数活動していることから、

施設の不具合からいろいろな事故が発生したり、また、非常時に障害と

なることも予想されるため、施設としての機能が十分に発揮されている

かを日頃から点検し、初期対応により損傷の拡大や故障、事故を未然に

防ぐことが重要です。 

 しかしながら、学校施設・設備の維持・管理を行っていく場合には、

建築時期や経年等による諸条件の変化から、幅広い専門的な知識と経験

が必要となることが多いのも事実です。 

 本書は、学校施設・設備の管理用運営に必要となる最低の専門知識を

建築、機械、電気等の各項目ごとにまとめたものです。 

 内容についても、前述しました施設の維持・管理上で重要な「日頃の

点検」と「初期対応」にポイントを絞り、基本的な事例から、 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

の 4 つの流れで整理し説明しています。 

  本書が十分に活用され、学校施設の安全確保が図られるようお願いし

ます。 

 

 

※施設の不具合が発見された場合は、まず学校用務員に見てもらいましょう。

学校で対応が困難な場合は、修繕申請書を施設課に提出してください。また、

緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書

を施設課に提出してください。  
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要 注 意 編 
 

 

第一章 外 壁 
 1-1 外壁や庇に欠け落ち・ひび割れ・汚れができた 

 

第二章  建 具 
 2-1 窓・戸（建具）があかない、錠が壊れた 

 

第三章  屋 上 
 3-1 屋上（屋根）施設が破損した 

 

第四章  防 災 
 4-1 防火戸の管理 

   4-2 屋外避難階段・救助袋の管理 

 



 
  第一章 外壁  

  １－１ 外壁や庇
ひさし

に欠け落ち・ひび割れ・汚れができた 
 

 

 

 

１．外壁や庇からコンクリートやモルタル片が欠け落ちてきた。（P10 写真 1-1） 

２．外壁や庇に大きなひびが入っている。（P10 写真 1-2） 

３．外壁が浮いて（ふくらみ）いる。 

４．鉄筋が露出している。（P10 写真 1-3） 

５．外壁に汚れ（P10 写真 1-4）や鉄錆、石灰質の白い汚れなどがある。 

 

 

 

 

１．外壁や庇からコンクリートやモルタル片が欠け落ちてくる状態の場合は、児童・生徒

や通行人に危険がないよう、その近くには立入禁止の措置をしてください。また、手が

届くところで今にも落ちそうなところは、バリケード等で安全対策を行い、下に人がい

ないのを確認してハンマー等でたたき落としてください。併せて施設課へ連絡してくだ

さい。 

２． 3．大きなひび割れやふくらみ（ハンマーなどでかるくたたくとポコポコと空隙音が

する）がある場合は、施設課へ連絡してください。 

４．腐食し露出した鉄筋（増築用は除く）は、外壁の劣化などによるもので放置すると建

物の耐力上よくありません。施設課へ連絡してください。 

５．汚れや塗装のはがれがある場合（P10 写真 1-4，1-5）、さしあたって危険はありませ

んが、鉄錆や石灰質の白い汚れは壁の中に水が入っている場合があります。放置すると

剥離落下を起こすことがあります。 

  また、庇の裏側の吹き付け材が剥離している場合（P10 写真 1-5）は、屋上の防水層

に破れ等がないか点検もしてください。ドレーン(雨樋の上部)部分にゴミ等が詰まって

いたり雑草等が生えたりして水が溜まっている場合は、取り除いてください。 

 

※学校で対応できないときは、修繕申請書を施設課に提出してください。 

緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出し

てください。 
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第一章 外壁 

■外壁・庇の劣化 
 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

写真 1-1 庇のモルタル欠け落ち          写真 1-2 外壁のひび割れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

写真 1-3  庇の爆裂 

 

 

写真 1-4 外壁の汚れ             写真 1-5 庇の塗膜剥がれ 
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  第二章 建具 

  ２－１ 窓・戸（建具）があかない、錠がこわれた 
 

 

 

１．建具が外れる。 

２．建具の開閉がスムーズにいかない。 

３．建具金物（錠、ドアクローザー、ドアノブ、戸車等）が壊れた、調子がわるい。 

４．ガラスが割れた、網戸が破れた。 

５．外部に面する建具の落下防止材(金属製固定プレート)が、壊れたり紛失している。 

６．体育館上部の排煙窓の開閉ができない。開閉装置（オペレーター）が回らない。 

 

 

【金属製の場合】 

１．外部建具が外れて落下すると大変危険です。はずれ止め装置や落下防止材（金属製固

定プレート）（P12 写真 2-1）が付いていますので確認してください。はずれ止め装置や

落下防止材が付いていない場合は、修繕申請書を施設課に提出してください。 

また、ガラス入れ替えなどの時、はずれ止め装置や落下防止材の復旧を忘れないよう

にしてください。 

２．開閉がスムーズにいかない場合は、戸車が錆びていたり部品が破損していることがあ

ります。動きの悪い戸車は油を差してみてください。 

 また、レールの変形などでも動きが悪くなります。 

３．建具金物が破損したり調子がわるい場合は、修繕申請書を施設課に提出してください。 

４．ガラス(強化ガラス・網入りガラスを除く)の入れ替えや軽微な網戸の張替えは、学校

で対応してください。 

５．外部に面する建具には、落下を防止する目的で平成 23 年度に落下防止材(金属製固定

プレート)の取付を行っています。壊れていたり紛失している場合は、修繕申請書を施

設課に提出してください。なお、内はずし式の建具(下にランマがあるタイプ)は、機構

上、建具が外側に外れないため落下防止材を付けていません。（P12 写真 2-2，P13 写真

2-3） 

６．高窓で開閉ができない場合は、ワイヤーが切断したり、オペレーターが故障している

ことがあります。開閉が困難な場合は、修繕申請書を施設課に提出してください。 

  なお、オペレーターの操作ハンドルを必要以上に回しすぎると、ワイヤーの切断や装

置の故障の原因となりますので、注意してください。 

 

【木製の場合】 

１．上記 2～4 のような場合、修繕申請書を施設課に提出してください。 

     

※学校で対応できないときは、修繕申請書を施設課に提出してください。 

緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出し

てください。 
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第二章 建具 

■建具のしくみ 

定期的に点検を行い、破損していたりなく

なっている場合は施設課に連絡してくださ

い。 

 また、硝子の入替等でサッシを外した場合

は確実に復旧してください。 

窓サッシ上部には、外れ止めという下の

写真のような部品が取り付けられていま

す。（サッシによって形状は違います。） 

窓の開閉等の操作で、サッシが脱落しない

ように取り付けられている大事な部品で

す。 
 

                 写真 2-1 外れ止め 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    落下防止材    
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第二章 建具 

外れ止めと併用して、窓サッシには

下記写真のような落下防止材（金属製の

部品）を、平成２３年度に取り付けてい

ます。 

これは外部にサッシが脱落しないよ

うに取り付けている大変重要な部品で

定期的に点検を行い、部品がなくなって

いる等の不具合があれば施設課に連絡し

てください。 

また、硝子の入替等でサッシを外した場

合は確実に部品の復旧を行ってください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-2 引違いの窓に取り付けられている落下防止材 
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第二章 建具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

写 

 

写真 2-3 片引き窓に取り付けられている落下防止材 

 - 14 -



第二章 建具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 扉の構造 

  

図 2-2 

※扉の開閉速度の調整方法 

図 2-2 の第１区間は調整弁１で、第２区間は調整弁２で別々に調整します。 

遅くするときは時計回りへ、早くするときは逆方向へ回します。 

なお、メーカーによっては、調整弁が１箇所の場合があります。 

-1５- 



第二章 建具 

 
 
１．鍵には、建物や部屋の出入口開閉用のもの、電

気の配電盤や警報盤開閉用のもの、ポンプ室や 

制御盤開閉用のもの、さらにはマンホールの蓋開

閉用のものなど、その種類、形は多種多様にわた

ります。 
  常時使用するもの、時々使用するもの等は、使    

用頻度や使用形態ごとに分けて整理し、名札を付    
けて、いつでも誰でも出せるように管理してくだ  
さい。 

これらの鍵は丁寧に取り扱い、使用しないとき 

は決められた場所に大切に保管してください。 
 
２．一部の学校では、マスターキー(親鍵)を作成しています。マスターキーは、管理面で

はとても便利な鍵ですが、異なったいくつもの錠を開けることができるため、安易に貸

出を行わないように注意しましょう。管理者以外の者の使用は避けてください。 
 
３．学校施設の修繕等に伴う工事関係者への鍵の貸し出し、返却等は確実に行い、紛失す

ることのないように特に注意してください。鍵を紛失した場合は、開閉できる全ての鍵

を本体から取り替える必要があります。 
 
４．建築基準法等の規定から、網入ガラスの破損に伴う入れ替えを学校で対応する場合は、

既存と同じ網入ガラスに入れ替えてください。 
その際は、ハズレ止め等の復旧を忘れないようにしてください。 

 
５．アルミサッシのクレセント及び引き寄せハンドル(P17 写真 2-4)を完全に開けない状態

で障子を開閉すると、障子やクレセントの破損の原因となります。 
 
６．トイレの中の建具や内鍵は、簡易な構造のものがほとんどです。開閉や施錠は丁寧に

行ってください。 
 
７．学校で対応できないときは、修繕申請書を施設課に提出してください。 

緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出

してください。いずれの場合も、修繕箇所の建具が、金属製か木製かを確認し報告して

下さい。対応する業者(依頼先)が異なります。 
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第二章 建具 

写真 2-4 サッシの鍵（クレセント、引き寄せハンドル） 
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【クレセント】 【引き寄せハンドル】 

 
 
 
     

閉まった状態 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 この状態で、サッシの開閉を 
 しないでください。 
 破損の原因になります。 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
    
 

開いた状態 



 

 第三章 屋上 

  ３－１ 屋上（屋根）施設が破損した 
 

 

 

１．屋根の瓦、スレート、鉄板、軒樋や竪樋等が割れた、外れた。（P19 写真 3-1，3-2） 

２．屋上フェンスが破れた、錆びた。（P19 写真 3-3） 

３．屋上の排水口（ドレン）に木の葉、どろ、ゴミ等がつまった。（P19 写真 3-4） 

４．屋上に草木が生えた。（P19 写真 3-4） 

 

 

 

 

１．屋根瓦、スレート等の割れや外れかかったもの、竪樋の外れなどは強風などで飛んで

落下したり、大変危険です。バリケード等で安全対策を行い、施設課及び施設整備公社

へ連絡すると共に、修繕申請書を提出してください。 

なお、手が届くところは、安全に注意のうえ、除去してください。 

２．屋上フェンスの破れは、落下事故の原因となります。 

児童生徒の出入りを禁止した上で、応急修理が可能なら学校で対応してください。 

フェンス支柱等の錆（P19 写真 3-3）は、放置しておくと腐食が進行し、フェンス自

体の倒壊等の恐れがあります。定期的に点検し、錆が発生した場合は、放置しないで劣

化の度合いを確認し、穴が開いていたり、鉄部がささくれて剥がれるなど、進行が進ん

でいる場合は、バリケード等で安全対策を行い、施設課及び施設整備公社へ連絡すると

共に、修繕申請書を提出してください。 

３．排水口のつまりは雨漏りの原因となりますので、定期的（月１回程度）に点検や清掃

を行い、水が流れるようにしてください。 

 特に、梅雨、台風及び落葉時期などは、安全に注意の上事前に点検してください。 

４．屋上に草木が生えると（P19 写真 3-4）、屋根の防水を損傷させるなど劣化を早めます

ので、定期的に点検し、手の届くところは、安全に注意のうえ除去清掃を行ってくださ

い。 

 

※ 学校で対応できないときは、修繕申請書を施設課に提出してください。 

緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出

してください。 

 

 

    

渡り廊下の屋根などに使用されている波形スレート板には、一部の材料で石綿が含有

されている場合があります。破損した場合は、不燃ゴミとして搬出することができませ

ん。二重にしたビニール袋に入れ、処分するまでの間、学校で保管してください。          
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第三章 屋上 

■屋上（屋根）施設の劣化 
 

 

写真 3-1 屋根スレートの破損         写真 3-2 堅樋のはずれ 

 

  

 

写真 3-3 屋上フェンスの錆         写真 3-4 排水口の詰まり 

                              屋上に自生した木          

 

 

 

屋上施設の点検は、安全に注意の上、月に１回程度点検を行ってください。 
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  第四章 防災 

  ４－１ 防火戸の管理 
 

 

 

１．防火戸（P21 写真 4-1）の開閉ができない。 

２．防火戸や防火シャッター付近に障害物がある。 

３．防火シャッター付近に注意喚起標識がない。（P22 写真 4-2） 

 

 

 

 

１．２．防火戸や防火シャッターが作動しないように、木片等を挟み込むなどの工作をし

たり、また防火戸や避難階段付近に障害物を置くと非常時に正常に作動せず、消防関係

法等に違反となりますので、正常な作動の状態に戻してください。ドアクローザー等金

物の破損は、修繕申請書を施設課に提出してください。 

３．階段や吹き抜け部分に設置している防火シャッターには、作動時の危険を知らせるた

め次のような注意喚起の表示をしています。床面の表示は、ワックスかけなどの清掃時

などに剥がれることもありますので、注意してください。（P22 写真 4-2） 

 

(1)床面に、下降位置を示す「黄色単色」または「黄色と黒色の縞模様」の表示 

(2)横の壁付近に、「このちかくであそばないで」の表示 

(3)防火シャッター本体(通常は天井部に巻き上げてあるため見えない)に、「きけん！

くぐるな！」の表示 

(4)シャッターの横にドアが付いている場合、「シャッターが閉まりだしたら、このド

アをとおろう！」の表示 

 

※ 劣化破損等の箇所があれば修繕申請書を施設課に提出してください。 
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第四章 防災 

 

■【防火戸】 

  
※写真のような扉付近には障害物を置かないでください。 

  

  

               写真 4-1 防火扉              
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 第四章 防災 

■【防火シャッター】 
 

※ 写真のような注意換気の標識がない 

場合は、施設課に連絡をしてください。 

  また、この付近には障害物を置かない 

ようにしてください。 
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          写真 4-2 防火シャッター 



 

  第四章 防災  

  ４－２ 屋外避難階段・救助袋の管理 
 

 

 

１．屋外避難階段の出口付近に障害物がある。（P24 写真 4-3） 

２．屋外避難階段（P24 写真 4-4）の腐食、劣化がある。 

３．救助袋の設置位置と使用方法をご存知ですか？ 

 

 

 

 

 

１．避難階段の出口付近に障害物を置くと非常時の避難に支障となり、消防関係法等の違

反となりますので、正常な状態に戻してください。 

２．屋外避難階段は、錆が発生しやすく腐食劣化が早く進行しますので、放置しておくと

腐植が進行し、倒壊等のおそれがあります。定期的に点検し、錆が発生した場合は、放

置しないで錆等の劣化の進行度合いを確認し、劣化が進行している場合は、バリケード

等で安全対策を行い、施設整備課に修繕申請書を提出してください。 

３. 救助袋は校舎の 3 階以上の階に設置され、斜降式と垂直式があります。 

斜降式救助袋（P25 写真 4-5）は、地面固定金具（P26 写真 4-7）の埋まりや紛失、腐食、

または、車等の障害物がないかなどを日頃から点検してください。いざという時に使用

不能な事態となり、児童生徒の生命に危険が及ぶことになります。 

垂直式救助袋（P27 写真 4-8）は、降下場所に障害物がないかなどを点検してくださ

い。なお、救助袋前の可動式窓保護棒の点検も忘れないようにしてください。 

 

※避難訓練は消防局の指導に従い実施してください。 

※上記点検の結果、劣化破損等の箇所があれば修繕申請書を施設課に提出してください。

緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出し

てください。 

 

 

 

斜降式救助袋の地面固定金具は、日頃から管理を行って下さい。 
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第四章 防災 

■避難施設 (階段) 
            

 

右の写真は屋外避難階段付近に車を駐車

しているため、災害時の避難経路が確保

されていません。 

このようなことがないように気をつけて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

写真 4-3 屋外避難階段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               写真 4-4 屋外避難階段の劣化 

               ※錆で腐食し穴が開いている 
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第四章 防災 

■避難施設（斜降式救助袋） 

 

 

           

     

 

 

           

 

 

 

写

                       

 

写真 4-5 斜降式救助袋を降ろした状態 

 

 

 

 

左記写真のような操作方法を示したものが救助袋の

キャビネットに貼り付けてありますので、日頃から

操作方法の確認をしておいてください。              

 

 

 

                                

 

 

 - 25 -



第四章 防災 

 

 

 

左記写真のような地面固定金具に、災害時は

救助袋を取り付けますので、この金具付近に

車や物を置いたりしないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-6 地面固定金具 

 

 

 

 

 

 

左記写真のように破損や陥没を発見したら、

施設課に修繕申請書を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-7 固定金具が破損した状態 
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第四章 防災 

■避難施設（垂直式救助袋） 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 

写真 4-8 垂直式救助袋を降ろした状態 

 

 

 

※操作方法の確認をしておいてください                            

 

 

 

 

垂直式救助袋の降下位置に側溝がある 

場合は、右の写真のような溝蓋が必要です。

蓋がない場合は施設課に修繕申請書を提出

してください。 

 

 

 

                       写真 4-9 降下位置の溝蓋 
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第四章 防災

■避難施設（いろいろな避難器具） 
       

【吊り下げ梯子】              【固定式梯子】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
               【避難滑り台】 
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第四章 防災 

■避難施設（いろいろな避難器具） 
 
【避難はしご】 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     通常時                 降ろした状態（避難時） 
               
 
【緩降機】 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      通常時 
 
 
                         降ろした状態（避難時）   
                               
 

 
 
   
                

 - 29 -



建 築 編 
 

 

第一章  雨 漏 り 
 1-1 雨（水）が漏ってきた、しみてきた 

 

第二章  建物内部 
2-1 天井板（ボード）がはずれて落ちた、破れた、しみができた 

2-2 内壁（モルタル、ボード等）が欠け落ちた、破れた、汚れた 

2-3 床がはがれた、破れた 

2-4  黒板・カーテンレール等が破損した 

  

第三章  側 溝 
 3-1 犬走り側溝が破損した、水が流れない 

 

第四章  プ ー ル 
4-1 プールに水漏れなどがある 

 

第五章   白蟻 
5-1 シロアリが発生した 

 



 
  第一章 雨漏り 

  １－１ 雨（水）が漏ってきた、しみてきた 
 

 

 

 

１．最上階の天井から漏ってきた。 

２．最上階以外の階の天井から漏ってきた。 

３．廊下や教室の窓・壁からしみてきた。 

４．校舎と校舎の継ぎ目（エキスパンション・ジョイント P31 写真 1-1）から漏ってきた。 

 

 

 

 

１．最上階の部屋や廊下の場合は、校舎の屋上・玄関の屋根などの防水を調べてください。 

（1）排水口（ドレン）に木の葉、どろ、ゴミ等がつまっていたら取り除いて水が流れる

ようにしてください。(P31 写真 1-2) 

【要注意編】「P.18 屋上(屋根)施設が破損した」の対処方法４に準じて除去清掃を行

ってください。 

（2）防水自体の老朽化（防水シートの破れ、ふくれ等－P31 写真 1-3，1-4）があれば、

修繕申請書を施設課に提出してください。 

２．最上階以外の階の部屋や廊下の場合は、上の階に手洗いや便所等水周りのものがない

か調べてください。 

（1）手洗い等がある場合は、まず天井裏の給排水管を調べてください。管からの漏水な

ら使用を中止してください。「P88 天井から水が漏ってきた」を参照してください。 

（2）給排水管からでなければ雨水等の浸入による外壁、床からの漏水が考えられます。

上の階で、水をこぼしている場合は、すぐに拭き取ってください。 

３．廊下や教室の窓や壁からの場合は、窓周りのシーリング(目地充填材)や壁の亀裂が原

因です。施設課に修繕申請を提出してください。 

４．校舎と校舎の継ぎ目の場合は、屋上や外壁のエキスパンション・ジョイント金物(写真

1-1)の外れや老朽化が原因です。施設課に修繕申請書を提出してください。 

   

※連絡や申請の際には、漏れている部分をよく観察し、図面や写真等で明示をお願いしま

す。 

※緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出し

てください。 
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第一章 雨漏り 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （外部）                    （内部）  

           写真 1-1  エキスパンション・ジョイント   

写真 1-2  土のつまり           写真 1-3 塗

 

膜防水の劣化 

 

写真 1-4 防水シートの破れ          写真 1-5 防水シートの浮き 
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 第二章 建物内部 

  ２－１ 天井板（ボ－ド）がはずれて落ちた、破れた、 
      しみができた 

 

 

１．天井板がはずれて落ちてきた、落ちかかっている。（P33 写真 2-1） 

２．天井板が破れた。 

３．天井板に漏水などによりしみができた。（P33 写真 2-2） 

４．天井点検口のガタツキがある。（P33 写真 2-3） 

５．エキスパンション・ジョイントカバーがはずれて落ちてきた、落ちかかっている。 

（P33 写真 2-4） 

 

 

 

 

１．天井板が落ちかかっているとき、脚立などで届くところは、ビスのはずれ等がないか

点検してください。場合によっては、ビス止め等で簡単に直ることがあります。 

２．天井板(ボード等)の一部の破れは、学校で対応してください。石綿含有のボード等が

ありますので、確認ができない場合は施設課へ連絡してください。 

３．しみができている場合は漏水が考えられますので、「P30 雨（水）が漏ってきた、し

みてきた」を参照してください。 

４．天井点検口のガタツキは、落下等の危険があります。点検口を開けてアルミ枠の取付

ビスにゆるみ等があれば、締め直してください。 

５．エキスパンション・ジョイントカバーがはずれた場合は、児童生徒に危険が無いよう

安全対策を行い、施設課に連絡してください。 

 

 

 

 

を使用して高所作業を行う場合は、転落事故等を防止する上からも補助者をつけるなど、

くれぐれも安全に作業を行ってください。 

 

 

※学校で対応できないときは、修繕申請書を施設課に提出してください。 

緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出し

てください。 
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第二章 天 井

■天井の劣化 

写真 2-1 天井ボードの外れ       写真

写真 2-3 天井点検口のガタツキ      写真 2-4 ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ･ｼﾞｮｲﾝﾄの外れ 

 

        

写真 2-5 ジプトン 

2-2 雨漏り等による天井のしみ 

 

 

 

 

 ジプトン天井の破れや外れは学校で

 

 

 

  対応してください 
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 第二章 建物内部 

  ２－２ 内壁（モルタル、ボ－ド等）が欠け落ちた、 
      破れた、汚れた

 

 

 

１．モルタル壁などにひびが入り（P35 写真 2-6）、欠け落ちてきた。 

２．タイルが割れた、はがれた。（P36 写真 2-8） 

３．ボードや合板などが破れた。（P36 写真 2-10） 

４．壁のペンキがはがれた、汚れた。（P36 写真 2-9） 

５．エキスパンション・ジョイントカバーがはずれて落ちてきた、落ちかかっている。 

                             （P35 写真 2-7） 

 

 

 

 

１．モルタル壁などに大きなひびが入り、欠け落ちてくる恐れがある場合は、危険防止の

ためロープ等を張り、児童、生徒の安全確保に努めてください。今にも落ちそうで手が

届くところなら、周囲に注意のうえ床に合板などを敷き、ハンマー等でたたき落とし、

施設課に連絡してください。 

  なお、廊下や階段室の壁などに細いひび割れ(クラック)が発生する場合がありますが、

ひび割れ(クラック)に段差がある場合は、モルタルに浮きが発生しており、落下の危険

性があるため、施設課に連絡してください。 

２．タイルの一部が割れたり剥がれた場合の応急修理は、学校で対応してください。 

３．合板などの一部の破れは、学校で対応してください。 

４．内壁などの一部のペンキのはがれ、汚れの塗装は、学校で対応してください。 

  なお、校舎の全面的な塗装は、施設改良等要望書を施設課へ提出してください。 

５．エキスパンション・ジョイントカバーがはずれた場合は、児童生徒に危険が無いよう

安全対策を行い、施設課に連絡してください。 

 

※学校で対応できないときは、修繕申請書を施設課に提出してください。 

緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出し

てください。 
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■内壁の劣化 

 

 

               写真 2-6 内壁のひび 

 上記の写真のようなひびは危険性が高いため、施設課及び施設整備公社に連絡してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 写真 2-7 内部壁のｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ･ｼﾞｮｲﾝﾄ 

 

 この部品が外れたときは施設課及び 

施設整備公社に連絡してください。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

第二章 建物内部 
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第二章 建物内部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      写真 2-8 壁タイルの破損         写真 2-9 内壁塗装の剥がれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 2-10 合板の剥がれ 

 

 

 ※ 上記の写真のようなものについては特に危険性はないので、できるだけ学校で対応

してください。 
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 第二章 建物内部 

  ２－３ 床がはがれた、破れた 
 

 

 

１．教室などの床板（モザイクパーケット等）がはがれた。（P38 写真 2-11） 

２．廊下や特別教室の床シートが破れた、ふくれた。（P38 写真 2-12） 

３．特別教室などのビニール床タイルがはがれた、割れた。 

４．便所や手洗いなどの床タイルがはがれた。（P38 写真 2-13） 

５．モルタル床にヒビが入り割れた、あるいは水が溜まる。 

６．階段の滑り止め金物がはずれた。（P38 写真 2-14） 

７．エキスパンション・ジョイント床金物がはずれた、浮き上がった。（P38 写真 2-15） 

 

 

 

 

※床の損傷は転倒などの原因となります。損傷の範囲が広がらないうちに応急的な修理が

可能なら学校で対応してください。 

１～３．モザイクパーケット、フローリング、シート、ビニール床タイルの一部はがれ、

ふくれ等は、応急修理が可能なら学校で対応してください。 

４．５．タイルやモルタルの一部の剥離、割れ等は、拡大することがあり、転倒の可能性

があり危険なため施設課に連絡してください。 

 明らかに危険性がなく応急処理が可能なら学校で対応してください。 

６．階段の滑り止め金物のはずれは、応急修理では転倒の可能性があるので施設課に連絡

してください。 

７．校舎の継ぎ目のエキスパンション・ジョイント金物のはずれ、浮き上がりがある場合

は、修繕申請書を施設課に提出してください。 

 

※学校で対応できないときは、修繕申請書を施設課に提出してください。 

緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出し

てください。 
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第二章 建物内部 

 

■床の劣化 

写真 2-11 モザイクパーケットの剥離       写真 2-12 床シートの破れ 

       

 

   写真 2-13 床タイルの破損         写真 2-14 階段の滑り止め金物   

 ※応急修理が可能なものは学校で対応    ※上記のような金物が外れた場合は 

 してください。               施設課に連絡してください。 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

写真 2-15 床のエキスパンション・ジョイント 
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第二章 建物内部 

 

 

 

床材の手入れ 

１．フローリング 

通常はよく掃いて、砂や埃をとってください。定期的に水性ワックス等をかけると、

床材が傷みにくくなります。 

２．シート・ビニール床タイル 

  通常はゴミや埃を取り、乾いた布でから拭きしてください。 

汚れがひどい場合は、洗剤を薄めて雑巾で拭き取り、その後かたく絞った雑巾で水拭

きし、さらに乾いた布でから拭きします。定期的に水性ワックス等をかけるように心掛

けましょう。 

３．タイル 

  柔らかいブラシや濡れ雑巾でよく拭き取ってください。 

汚れが目立つ場合は、家庭用タイル洗い専用剤で手入れを行ってください。 

※フローリング、シート、ビニール床タイルなどは、水分により浮き上がったり、はがれ

たり、ふくれたりします。 雨漏りや清掃時の水がこぼれたら直ちに拭き取ってくださ

い。 
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  ２－４ 黒板・カーテンレール等が破損した 
 

第二章 建物内部 

 

 

１．黒板（P41 写真 2-16）の取付具合がわるい、板面のキズが大きくなったり、チョーク

が滑り書きづらくなった。 

２．カーテンレールが破損した。（P41 写真 2-17） 

３．緞帳、暗幕の開閉ができない。 

４．OHP スクリーン掛け吊りボルト（P41 写真 2-18）が破損した。 

 

 

 

 

１．黒板のぐらつきや板面のキズは、修繕申請書を施設課に提出してください。なお、取

り替え箇所が多い場合は、施設改良等要望書を施設課へ提出してください。 

２．カーテンレール等の軽微な修繕は、学校で対応してください。 

３．体育館等の緞帳、暗幕の開閉不良は、モーターやレールの故障、破損が原因と考えら

れます。修繕申請書を施設課に提出してください。（緞帳、暗幕、カーテン自体の破損

に伴う修理更新は、教育環境課へ連絡してください。） 

４．OHP スクリーン掛け吊りボルトのはずれ破損等は、スクリーンの落下の危険があり

ます。脚立などで届くところはスクリーンをはずしてください。（OHP スクリーン自体

の更新は、教育環境課へ連絡してください。） 

※学校で対応できないときは、修繕申請書を施設課に提出してください。 

 緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出し

てください。 
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第二章 建物内部

■黒板等の劣化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-16 教室の黒板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-17 カーテンレールの破損 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-18 ＯＨＰスクリーン 
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 第三章 側 溝 

  ３－１ 犬走り側溝が破損した、水が流れない 
 

 

 

１．側溝や側溝のコンクリート蓋、グレーチングが破損した。（P43 写真 3-1） 

２．側溝や排水管に土、ゴミが溜まっている。（P43 写真 3-2） 

 

 

 

 

１．側溝の蓋が破損したら、修繕申請書を施設課に提出してください。 

２．側溝や排水管及び集水桝に溜まった土やゴミは定期的に清掃し、つねに水が流れるよ

うにしてください。 

※学校関係者車両等により側溝や側溝の蓋などが破損した場合の修繕については、原因者

負担となります。施設課に連絡してください。 

※緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出し

てください。 

 

 

 

 

１．水溜まりがあると不衛生となり、蚊が発生するなど環境衛生上もよくありませんので、

定期的な清掃や確認が必要です。 

２．写真 5-1 のような状態で放置すると、側溝が埋まってしまい付近に水が溢れ出す場合

があります。 

３．側溝のコンクリート蓋やグレーチングは重量があり、清掃の際には危険が伴うので、 

 児童にはさせないようにしてください。 
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第三章 側 溝 

■側溝の劣化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-1 側溝の蓋の破損 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-2 側溝のゴミつまり 
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 第四章 プール 

  ４－１ プールに水漏れなどがある 
 

 

 

１．漏  水 

（1）プールの水が減少する。 

（2）プール水槽に亀裂、錆がある。 

 

２．破損、錆 

（1）プール水槽やプールサイド土間に亀裂、錆、ざらつきがある。 

（2）プールサイド周囲の目隠しフェンスに錆、破れがある。 

（3）付属施設（機械室、更衣室、便所等）が破損した。 

 

 

 

 

１．プールの稼働中は毎日１回以上点検してください。また、屋上プール（P45 写真 4-1）

がある学校は特に注意が必要です。漏水すると直下階の教室などに被害が及び使用がで

きない又は漏電する等危険な状態になります。 

プールの水位が低下する場合は、水槽本体の破損、亀裂またはろ過配管等の破損が原因

です。水槽本体や配管ピット、配管などを観察し、減水時間及び減水量、減水停止水位

などを 2～3 日くらい測定し、その結果を施設課及び施設整備公社へ連絡してください。

水槽が空になる場合と一定水位で漏水が止まる場合があり、それによって点検修理を依

頼する業種が異なります。 

２．水槽やプールサイド土間の亀裂、ざらつき、目隠しフェンスの錆、破れ、付属施設な

どの破損は、前年度中に調査し、年度当初の早いうちに、軽微な修繕は学校で対応して

ください。学校で対応できないときは、修繕に時間がかかるため年度当初の早いうちに

修繕申請書を施設課に提出してください。 

※プール設備機械のしくみは、「P106 プールろ過装置」を参照してください。 

 

  緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出

してください。 
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                                        第四章 プール 

   
 

■プールの形式 

 

写真 4-1 屋上式プール          写真 4-2 地上式プール 

 

 

 

 

１．プール清掃時に水槽の亀裂、ざらつきや錆の状況を確認すると共に排水口の蓋の固定

状況等を点検してください。なお、排水口の蓋を外して清掃をした場合は、確実にボル

ト等を締めて完全に固定してから使用開始してください。 

ボルト等を破損した場合、施設整備公社へ連絡してください。 

２．毎日のプール使用開始前に必ず排水口の蓋の固定状況等を点検してください。 

３．プールの水は、消防用水としての役目及びプール保護のためにも必要であり、シーズ

ンオフも水は溜めておいてください。 

４．プール水槽の仕上げが、塗装及びシート仕上げの場合は、下記のことを守ってくださ

い。 

(１) 清掃の時は、デッキブラシ・モップ等は使用しないで、液状の中性洗剤を塗布し    

約１０分後にスポンジ等の柔らかい物でこすって洗い流してください。 

(２) 殺菌剤は、プール水槽の仕上げ材を痛めますので、プール水槽に直接投入しないで

ください。  
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 第五章 白 蟻 

  ５－１ シロアリが発生した 
 

 

 

シロアリ（イエシロアリ、ヤマトシロアリ）がついていないかは次の手がかりで簡単に

調べられます。 

 

１．蟻 道 

シロアリは蟻道（土でつくったトンネル P47 写真 5-1）をつくって侵入してきます

ので、建物の基礎や束石・土台などの表面に蟻道がないかを調べましょう。  

２．蟻 土 

シロアリは木材の割れ目や継ぎ目に排出物や土砂（蟻土 P47 写真 5-2）を運んでき

て詰めたり、盛り上げたりします。ときには内部がシロアリの巣になっていることもあ

ります。  

３．羽アリ 

４～5 月頃の昼間、柱や出入口枠などの木材から黒っぽい羽アリ（ヤマトシロアリ）

が飛び出したり、6～7 月の夜、黄褐色の羽アリ（イエシロアリ）が電灯に飛来します。 

 

 

 

 

このような状況が見受けられた場合は、早急な処置が必要です。 

施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を施設課に提出してください。 

 

 

 

 

建物をシロアリから守るには早期発見がなによりも重要です。シロアリか普通のアリか

よく確認のうえ連絡してください。 
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第五章 白 蟻

 

１．シロアリとアリの見分け方 

シロアリは白いアリと呼ばれ、形や大きさ、生活様式がアリに似ていますが、アリの

仲間ではありません。シロアリとアリの相違点は、次のようなものです。 

(１) アリの触覚は「く」の字状をしていますが、シロアリの触覚は真珠のネックレスの

ように数珠状をしています。(P48 写真 5-3) 

(２) アリの羽は前羽が後羽より大きいのに対して、シロアリの羽は４枚ともほぼ同じ大

きさで同じ形をしています。(P48 写真 5-5，5-6) 

(３) シロアリはアリやハチのように腰の部分に細いくびれがありません。 

   (P48 写真 5-5) 

 

２．イエシロアリとヤマトシロアリの違い 

イエシロアリは、頭部が卵形で体長の約１／３の長さで、アリに触れると頭部の先端

から乳白色の液を出して噛みついてきます。(P48 写真 5-3) 

ヤマトシロアリは、頭部が円形筒で体調の約１／２の長さで、乳白色の液は出しません。

(P48 写真 5-4)  

 

 

 

 

写真 5-1 蟻道         写真 5-2 木材の接合部に盛られた蟻土   
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第五章 白 蟻 

■シロアリとアリの違い 

 

 
写真 5-3 イエシロアリの兵アリと働きアリ   写真 5-4 ヤマトシロアリの兵アリ(右) 

（大きな顎を持ったのが兵アリ）       と働きアリ(左) 

 

 

 
写真 5-5 シロアリの羽アリ           写真 5-6 アリの羽アリ    
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屋 外 編 

 

第一章  体 育 施 設 
 1-1 体育遊戯施設が破損した 

 

第二章  校門・門扉 
 2-1 校門・門扉の修繕 

 

第三章  旗 掲 揚 台 
 3-1 旗掲揚台の修繕 

 

第四章  観 察 池 
 4-1 観察池の修繕 

 

第五章  側 溝 ・ 桝 
 5-1 運動場・校庭周りの側溝や桝の雨水が流れない 

 

第六章  樹   木 
 6-1 樹木の管理・草刈り 

 

第七章  法面・外柵 
 7-1 法面・外柵の異常 

 

第八章  校地内路面 
 8-1 通路や中庭が凸凹になっている 

 
 
 
 
 



 

 第一章 体育施設 

  １－１ 体育遊戯施設が破損した 
 

 

 

１．破損した固定式体育遊戯施設は、屋内ですか？屋外ですか？ 

２．体育備品が破損した。 

 

 

 

１．固定式体育遊戯施設及び体育備品の破損が軽微なものは、学校配当予算で対応してく

ださい。 

２．学校で対応できないものは、教育支援課へ体育施設営繕申請書を提出してください。 

※腐食破損等により危険な場合は、使用を中止し安全対策を行い、併せて教育支援課へ連

絡すると共に体育施設営繕申請書を提出してください。 

 

 

 

屋外の遊戯施設は、鉄部が錆びやすく腐食が速く進みます。定期的に点検し土台のぐら

つきやボルトのゆるみ、錆の発生など状況に応じボルトの増し締めや錆止め塗料を塗布し

てください。なお、緊急を要するものは、教育支援課及び施設整備公社へ連絡してくださ

い。 

※施設整備公社は、固定式体育遊戯施設のみで体育備品は対応していません。 

 

 

 

表 1-1 体育遊戯施設 
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                                      第二章 校門・門扉 

  ２－１ 校門・門扉の修繕 
 

 

 

 

1．校門の門柱が傾いた。 

2．門扉の開閉が出来ない。 

3．門扉に錆が発生した。 

 

 

 

 

1．校門の門柱や門扉が傾いた場合 

（1）傾いた原因を調査してください。 

ア．車がぶつかった等の第 3 者によって傾いた場合 

警察に被害届を出すと共に施設課に事故報告を行ってください。 

イ．地盤沈下や老朽化により傾いた場合 

（ア）修繕が必要です。施設課に修繕申請書を提出してください。  

（イ）危険を伴う場合は、児童、生徒が近づかないように、バリケード等の安全対策

を行って、施設課及び施設整備公社に連絡してください。 

 

2．門扉の開閉が出来ない場合 

（1）蝶番や戸車が錆付いていませんか？ 

日頃から校門・門扉の丁番や車輪などの可動部は、錆を落とし、軸受けの部分に注油

してください。寿命が飛躍的に延び、安全点検にもなります。 

（2）レール部分にゴミや砂が溜まっていませんか？ 

  レール部分にゴミや砂が溜まったまま（P51 写真 2-1）だと、脱輪の危険性がありま

す。 

日頃より掃除をしてください。 

（3）レールの上に戸車が正しく乗っていますか？ 

  門扉は重いので、安全に注意した上レールの上に正しく乗せてください。 

 

3．門扉に錆が発生した場合  

錆を落とし、錆止め塗料を塗った上、同色の塗料で補修してください。 

 

※学校で対応できないときは、修繕申請書を施設課に提出してください。 

 緊急を要するものは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出し

てください。 
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第二章 校門・門扉 

 

鋼製の門扉の格子は、腐食が進むと外れやすくなります（写真 2-2）。 

日頃より点検を行い、錆が発生した場合は、早めに錆止め塗料の塗布等の処置を行って

ください。 

 

 

１．時折、門扉に乗って遊んでいる児童、生徒を見かけますが、転倒や手足の挟み込み等

の事故の原因となりますので、門扉で遊ばないように、児童、生徒の指導を行ってくだ

さい。 

２．門扉や門柱が転倒すると大事故につながります。日頃より、門扉や門柱が傾いていな

いか（写真 2-3）、門柱にひび割れが発生していないか（写真 2-4）等、点検を行ってく

ださい。 

 

 

  
写真 2-1 校門のレール清掃不良 写真 2-2 門扉の格子の破損 

写真 2-3 門扉の丁番の破損 写真 2-4 校門のひび割れ 
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                                       第三章 旗掲揚台 

  ３－１ 旗掲揚台の修繕 
 

 

 

１．旗掲揚台のポールが傾いた。 

２．旗の揚げ降ろしが出来ない。 

 

 

 

 

１．旗掲揚台のポールが傾いた場合 

（1）ポールの根元の部分が腐食している場合（P53 写真 3-1）、また、ポールの途中（ジ

ョイント部分）で傾いた場合は、倒壊の危険があります。 

児童、生徒が近づかないようにバリケード等で安全対策を行って、施設課及び施設整

備公社に連絡してください。 

２．旗の揚げ降ろしが出来ない場合 

（1）ポールに昇降用ロープが巻きついたり、絡みついていませんか？ 

ア．旗を揚げ降ろしするときは、ロープの巻きつきを直し、ポールに対して真直ぐな

状態にしてから行ってください。 

イ．ロープが絡んだ時は、無理に引っ張ると切れる恐れがありますので、ロープの絡

みを直してから行ってください。 

（2）昇降用ロープが切れかかっていませんか？ 

ロープが老朽化した場合（P53 写真 3-2）は、切れる前に早めに学校配当予算で取

替えてください。ロープが切れてしまってからでは、大型車両を使用し、作業が大が

かりになるため取替費用も高額になります。 

 

※学校で対応できないときは、修繕申請書を施設課に提出してください。緊急を要するも

のは、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出してください。 



第三章 旗掲揚台 

 

１．旗掲揚台のポールが倒壊すると大事故につながります。日頃より、傾いていないか、

根元に錆が発生していないか等、点検を行ってください。 

２．昇降時以外は、ロープをポールに 2～3 回程度巻きつけて、固定（写真 3-3）してくだ

さい。ロープの劣化や、絡みつきが防げます。 

 写真 3-1 旗掲揚ポールの根元腐食 写真 3-2 昇降ロープの劣化 

 

 

写真 3-3 昇降ロープの固定方法 
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                                        第四章 観察池 

  ４－１ 観察池の修繕 
 

 

 

 

１．観察池の水が減る。 

２．観察池の水が濁る。 

 

 

 

 

１．観察池の水が減る場合 

水槽のひび割れから漏水したり、循環用配管やろ過装置から漏水している可能性があ

ります。修繕申請書を施設課に提出してください。 

２．観察池の水が濁る場合 

（1）ろ過装置は、運転していますか？ 

ア．電源（漏電ブレーカー）が入っているか確認してください。 

※電源（漏電ブレーカー）を入れてもすぐに切れるときは、漏電の可能性があります。「P152

分電盤内のブレーカーが切れた」を参照してください。 

イ．電源（漏電ブレーカー）は入っているが運転しない場合は、ろ過装置の修繕が必

要です。 

（2）ろ過装置のストレーナー（＊1）や、ろ材が詰まっていませんか？ 

ストレーナーや、ろ材が詰まると、ろ過装置が正常に作動しません。定期的に清掃

してください。 

※学校で対応できないときは、修繕申請書を施設課に提出してください。急激に水位が下

がる場合は、施設課及び施設整備公社へ連絡すると共に、修繕申請書を提出してくださ

い。ただし、修繕のために池の水を空にする場合や、修繕するまでに日数を要する場合

は、学校で池の中の生物の移動をお願いします。 

 

《用語解説》 

（＊1）ストレーナー 

 池の中に入っている、ろ過装置の吸込管（ビニールホース）の先端部分の太くな

っているところをストレーナーといい、ろ過装置の本体の中に、大きなゴミ（落ち

葉、紙くず）等が入るのを防ぐ役目をしています。 
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第四章 観察池 

 

 

１．1 日にどれくらい減水するか記録をとってください。ただし、天気のいい日は、自然

蒸発で水位が下がりますので、2～3 日調査してください。 

２．詳しい内容は、学校に配布している【ろ過装置の取扱説明書】を読んでください。 

 

 

 

１．ろ過装置のストレーナの清掃は、月 2 回程度行ってください。又、2 ヶ月に 1 回程度、

ろ過装置の上部の蓋をはずして集水ノズルの回りに溜まっているゴミを取り除いてく

ださい。 

２．補給水は、アオコ防止のためにも、一週間で池の水が全量入れ替わる程度に調整し,

常時、少量注入してください。 

 
 図 4-1 観察池の構造 

 

 

図 4-2 ろ過装置のしくみ 
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                                       第五章 側溝・桝 

  ５－１ 運動場・校庭周りの側溝や桝の雨水が流れない 
 

 

 

１．側溝や雨水桝（P57 図 5-1）にゴミや泥が溜まっていませんか。又、その側溝には蓋

は付いていますか？ 

２．側溝や雨水桝の蓋は破損していませんか？ 

 

 

 

 

１．運動場、校庭周りの側溝で蓋が無いところ（P57 写真 5-1）や、蓋が付いているが簡

単に外せるところ及び雨水桝については、学校において蓋を外して側溝内・雨水桝泥溜

内のゴミや泥を取り除いてください。又、側溝の蓋が重く（P57 写真 5-2）学校で対応

できない場合は、修繕申請書を施設課に提出してください。 

２．側溝や雨水桝の蓋が破損しており、危険を伴う場合は、児童、生徒が近づかないよう

に、バリケード等の安全対策を行って、施設整備公社へ連絡すると共に修繕申請書を施

設課に提出してください。 

 

 

 

 

 

雨水桝の泥溜に泥やゴミが溜まると桝としての役目を果たしません。又、雨水管口にゴ

ミや泥がつまると大雨時に浸水の原因になります。定期的に点検や清掃をしてください。  

また、桝内にゴミ除去用のスクリーンを取り付けている場合も同様に清掃してください。 
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第五章 側溝・桝 

■雨水桝のしくみ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 5-1 雨水桝の内部 

 

写真 5-1 泥が溜まった蓋無しの側溝 

写真 5-2 蓋が付いた側溝 
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